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第１部 平成１９年度における基本的な考え方

近年、経済社会のサービス経済化、知識社会化の進展等に対応した多様な人材育成の必要

性が高まるとともに、人口減少社会が到来しつつある中で、一人一人の能力を高めることに

よって生産性を向上させていくことが不可欠となっている。

しかしながら、若年失業者、フリーター及びニート状態にある者の存在や、企業における

正社員、非正社員の２極化に伴う非正社員への教育訓練の必要性、また、これまで産業を支

えてきた「現場力」の低下等の課題が顕在化してきている。こうした課題に対応するため、

第８次山梨県職業能力開発計画に基づき、平成１９年度実施計画を作成し、取組の具体化を

図るものとする。

平成１９年度に取り込むべき課題は次のとおりとする。

１ 若年者の職業能力開発の推進

若年失業者、フリーター及び正規雇用を希望しながら就職できない若年者などの職業

的自立を促進するため、職業能力開発をはじめ、若年者の態様に応じたきめ細かな支援

を行う。

また、ものづくりに対する若者の就業意欲を喚起し、その重要性を理解するよう技能

体験の機会を設ける。

２ 産業を支える人材の育成

(1) 民間における職業能力開発の促進

技術革新の進展等により、企業を取り巻く環境は引き続き急激な変化が想定され、

企業は長期的視点に立ち、ＯＪＴ（業務の遂行過程内において行う職業訓練）も含め

た職業能力開発への計画的な取組が求められている。

このため、県では、企業による労働者の職業キャリア形成への取組に対する助成制

度等の支援強化を図る。

(2) 公共職業訓練（専門課程・普通課程）の充実

産業の高度化・多様化が進展する中で、企業ニーズに的確に対応した人材の育成が

求めらている。

このため、産業技術短期大学校、都留高等技術専門校及び峡南高等技術専門校が行

う若年者を対象とした職業訓練の充実を図る。

(3) 公共職業訓練（短期課程）の充実

労働者の価値観やライフスタイルが変化する中で、多様な働き方を選択する労働者

や職業キャリアを中断した者の雇用のセーフティネットの観点から、職業能力のミス

マッチの解消に向け、企業のニーズに即した離転職者訓練の充実を図る。

３ 現場力の強化と技能の維持・継承

「団塊の世代」が一斉に退職することにより現場の技能が継承されることなく失われ

るという「２００７年問題」や若年者を中心としたものづくり離れ、更には、熟練技能
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、 、 。者の高齢化などにより 産業の維持 発展に重大な影響を及ぼすことが懸念されている

こうした中で、ものづくり産業を支えてきた技能の継承が大きな課題となっている。

このため、ものづくり産業における技能継承について早急な対応を行う。

４ 多様な教育訓練機会の確保・提供

労働者の価値観が多様化する中で、個人のライフスタイルに合わせた多様な働き方に

応じた中長期的かつ継続的な職業能力開発が重要である。

このため、労働者の自発的な能力開発への取組に対し、職業能力開発機会の提供、相

談、情報提供等への取組を強化する。

５ 職業キャリア形成を支援する取組の促進

働く者の職業能力開発をめぐっては、職業キャリアの各段階における様々な課題への

対応が求められている。

このため、職業生活に入る前の「準備期 、職業生活に入っている「発展期 、職業」 」

生活の引退過程に入る「円熟期」の三段階ごとに、必要な教育訓練を実施する。

また、働く者の職業能力開発の推進にあたっては、労働者等のニーズに合った多様な

教育訓練機会を提供する。

第２部 平成１９年度施策の取り組み

本年度は、次の事項について重点に取り組むものとする。

１ 若年者の職業能力開発の推進

(1) 民間等における職業能力開発の推進

若者のものづくり離れ、団塊の世代の大量退職等によるものづくりの技能継承への

影響が懸念（２００７年問題）されることから、若者のものづくりへの理解と関心と

を高めることや技能の継承を目指して次の事業を行う。

① 技能体験

ア ものづくり技能塾

産業技術短期大学校と峡南高等技術専門校が、県下の高校生に高度な技術・技能

にふれさせることにより、ものづくりへの関心を高め、生徒自らの進路決定に資

することを目的として体験講座を実施する。

・ 産業技術短期大学校：

７月２３日～２５日 プログラマーコース 定員２０人

７月２３日～２５日 ツアー・プランナーコース 定員２０人

８月 ６日～ ８日 プログラマーコース 〃 ２０人

７月３０日～８月１日 エレクトロニクスコース 〃 ２０人
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８月 ６日～ ８日 ファクトリー・オートメーションコース

〃 ２０人

・ 峡南高等技術専門校：

６月２２日～２３日 自動車整備コース 定員１０人

８月 ６日～ ７日 木造建築コース 〃 ５人

イ 若年者ものづくり人材育成促進事業

、 。県職業能力開発協会が 若年者の技能尊重気運を高めるための事業を実施する

・ 工業高校等への高度熟練技能者の派遣

高度熟練技能者が、工業高校の生徒や機械課程に携わる教師及び産業

技術短期大学校の学生を対象に実技指導を行う。各学校等で１日実施。

・ ものづくり体験教室

高度熟練技能者が、企業の工場・施設等で小中学生の親子のものづく

り体験を指導する。 実施、参加予定 （未定）

ウ ものづくり体験事業

県、県職業能力開発協会、県技能士会連合会が共催して、小中学生、父母、県

民を対象に技能体験の機会を設ける。

実施：１１月１０日（土）～１１日（日） 県民の日

② 技能継承

高度熟練技能者や１級技能士が、在職の若年技能者を対象に「やまなし匠の技・

伝承塾」において技能継承を行う。

・研修人員：若年者２０人

・職 種：機械金属加工 切削加工コース１０人 金型製作コース１０人

・期 間：７月 ～ 翌年３月 １５日間（土曜日：計１０５時間）

・実施場所：産業技術短期大学校

(2) 公共職業訓練

若年者就職支援「情報処理実務コース」①

多様化する企業ニーズに対応するため、民間教育訓練施設での座学・実習とこれ

に続く企業実習により、実践的な職業人の育成を図る。

・実施施設：就業支援センター

・学 科 名：情報処理実務コース

・定 員：15人

・入校生数：15人

・実施期間：6ヶ月

・訓練形態：民間教育訓練機関に委託

委託先で施設内訓練5ヶ月間、引き続き企業実習1ヶ月間
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② 就職基礎能力養成講座

、 、正規雇用を希望しながら 社会活動に必要な基礎的能力が不十分な若年者に対し

職業人意識の啓発や職場におけるコミュニケーション能力、基礎的ビジネスマナー

等の習得により若年者の就職活動を支援する。

・実施施設：就業支援センター

・講 座 名：就職基礎能力養成講座

・定 員：20人

・実施期間：9 日間

・訓練形態：民間教育訓練機関に委託

２ 産業を支える人材の育成

(1) 民間における職業能力開発の促進

① 職業能力開発推進体制の確立に対する援助

ア 労働者に対するキャリア・コンサルティング、事業主に対する労働者のキャリ

ア形成支援に関する専門的な相談・援助、情報提供等を行うため、雇用・能力開

発機構山梨センターは、キャリア形成支援コーナーを設置し、県職業能力開発協

会は、キャリア形成推進員を配置し、労働者のキャリア形成を支援する。

イ 企業内における職業能力開発の中核的な役割を担う職業能力開発推進者の選任

を促進する。また、推進員の資質の向上と活動を強化するため、県職業能力開発

協会等と連携し 「職業能力開発推進者講習」を実施するとともに 「職業能力開、 、

発推進者経験交流プラザ」を開催する。

② 認定職業訓練の促進

、 、ア 認定職業訓練は 雇用する労働者のキャリアアップ及び企業の技術水準の維持

向上を図るための企業の職業能力開発を支援する制度である。認定された職業訓

練に対して、それぞれ国及び県で、事業費の１／３を補助するものであり、時間

的、経済的制約の中で、職業訓練の実施が厳しい中小企業に対して、この制度の

普及・振興に努めるとともに、新規認定校の開拓を積極的に行う。

イ 認定職業訓練のカリキュラムや実施体制の見直しの促進による認定職業訓練の

充実を図るとともに、事務指導及び指導監査による円滑な運営の促進を図る。

③ 企業における教育訓練の促進及び助成制度の普及拡大

ホワイトカラーの職業能力開発の成果の適正な評価を推進するため、山梨県職業

能力開発協会と連携し、ビジネス・キャリア制度の周知を図るとともに、企業にお

ける労働者の処遇改善に向けた制度の活用を促進する。

また、企業における教育訓練の促進、労働者の職業生活設計に即した職業能力開

発のため、キャリア形成促進助成金等の活用促進を図る。

④ 中小企業人材開発センター（地域職業訓練センター）の効果的運営

ア 県内企業で働く労働者の能力開発や事業主等が行う職業能力開発の取組を促進

する中核施設としての機能強化を図る。

イ 企業訪問、マスコミを通じたＰＲ、業界団体を通じての啓発等あらゆる広報手

段を通じて、施設の一層の利用の促進を図る。
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(2) 公共職業訓練（専門課程・普通課程）の充実

① 県立産業技術短期大学校

産業界のニーズに的確に対応するよう専門課程の訓練内容及び訓練設備の一層の

充実を図るとともに、本県産業の高度化や新技術、新分野展開の役割を担う高度な

技術・技能及び知識を併せ持った実践技術者を育成するため専門課程の職業訓練を

行う。

区 分 定 員 在 籍 者 数

１学年 ２学年 総定員 １学年 ２学年 計

生産技術科 20 20 40 13 14 27

電子技術科 30 30 60 19 22 41

観光ビジネス科 20 20 40 21 21 42

情報技術科 30 30 60 29 24 53

合 計 100 100 200 82 81 163

（平成19年4月5日現在）

② 県立職業能力開発校

普通課程及び短期課程（学卒者対象）の訓練内容及び訓練設備の一層の充実を図

り、企業において即戦力となる人材を養成し、早期就職の促進を図る。

また、受益者負担の観点から、授業料等の徴収について検討する。

なお、峡南高等技術専門校の建築科については、平成２０年度から現行の短期課

程から高卒者を対象とした普通課程に改編するため、施設改修等の準備を行う。

ア 都留高等技術専門校

備 考訓練課程 訓 練 科 名 定 員 訓練期間 在籍生数

15普通課程 ＯＡビジネス科 20 １年

8普通課程 電気システム科 20 １年

― 23小 計 40

（平成19年4月6日現在）

イ 峡南高等技術専門校

備 考訓練課程 訓 練 科 名 定 員 訓練期間 在籍生数

普通課程 自動車整備科 40 ２年 20名×2年課程37 定員

5 中卒者対象課程短期課程 建築科 20 １年

― 42小 計 60

（平成19年4月10日現在）

(3) 公共職業訓練（短期課程）の充実

離転職者のうち再就職を希望する者を対象に、１年間未満の期間で多様な実践的訓

練を実施する。

① 離転職者訓練

ア 通常離転職者訓練

都留高等技術専門校、峡南高等技術専門校、就業支援センターの施設内におい

て短期課程の職業訓練を行う。
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実施施設 訓練科名 定員 訓練期間

機械科 １班 10 ６ヶ月 4/6 ～ 9/28

都留高等 ２班 10 ６ヵ月 10/4 ～ 3/24

技術専門校 服飾科 １班 15 ６ヶ月 4/6 ～ 9/28

２班 15 ６ヶ月 10/4 ～ 3/24

家屋営繕科 10 ６ヶ月 6/5 ～ 11/21

パソコン科 20 ２ヶ月 10/4 ～ 12/4

小計 4コース 80

造園科 １班 15 ６ヶ月 4/4 ～ 9/25

峡南高等 ２班 15 ６ヶ月 10/4 ～ 3/19

技術専門校 服飾科 １班 15 ６ヶ月 4/4 ～ 9/25

２班 15 ６ヶ月 10/4 ～ 3/19

内装リフォーム科 10 ５ヶ月 10/4 ～ 2/28

小計 3コース 70

福祉サービス１班 20 ６ヶ月 4/10 ～ 9/27

就業支援 ２班 20 ６ヶ月 10/4 ～ 3/26

センター 総合ビジネス科 30 ４ヶ月 11/6 ～ 3/10

パソコン応用１班 20 ３ヶ月 4/12 ～ 7/12

２班 20 ３ヶ月 12/4 ～ 3/7

パソコン基礎科 20 １ヶ月

小計 4コース 130

合 計 11コース 280

＊障害者対象「総合実務科」は別掲

イ 緊急離転職者訓練

都留高等技術専門校、就業支援センターが民間教育訓練機関等に委託して短期

課程の職業訓練を行う。

実施施設 訓 練 科 名 定 員 訓 練 期 間

都留高等 ＯＡ経理事務科 18 ３ヶ月

技術専門 求人セット型委託訓練 5 ３ヶ月（随時）

小 計 コース 232
就業支援 農業科 20 ９ヶ月

センター 調理科 17 ３ヶ月

求人セット型委託訓練 10 ３ヶ月（随時）

小 計 コース 473
合 計 コース 705

② 在職者訓練

就業形態の多様化により労働者に求められる職業能力も多様化していく中で、在
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職者（１５歳以上の高校、大学在学生も含む）を対象に柔軟で多様な職業訓練を短

期間で実施し、労働者の職業能力の向上を図る。

また、在職者訓練は多様な訓練コースを設けているが、特定の技術・技能・知識

の習得に向けたオーダーメイド型訓練を試行する。

ア 短期課程

区 分 コース数 回 数 定 員

産業技術短期大学校 １９ ２３ ４６０

都留高等技術専門校 ２７ ２９ ５４０

峡南高等技術専門校 ２１ ２４ ５７０

就業支援センター ３３ ３８ ７８０

合 計 １００ １１４ ２，３５０

イ 専門短期課程

区 分 コース数 回 数 定 員

産業技術短期大学校 １２ １２ １２０

※ この内１コースをオーダーメイド型訓練として実施。

③ 中高年齢者等就職支援委託訓練

中高年齢者等（４５歳～６４歳）の再就職希望者を対象に委託訓練を行う。

実施施設 訓練内容 定 員 訓練期間

都留高等技術専門校 求人セット型 ５ 随時

就業支援センター 委託訓練

④ 雇用・能力開発機構山梨センター

ア 施設内訓練（アビリティーコース）

雇用・能力開発機構山梨センターにおいて、再就職希望者を対象に施設内にお

いての短期課程の職業訓練を行う。

・６ヶ月訓練コース

コース名 定 員 訓練期間

テクニカルオペレ １５ 4月 4日～ 9月28日

ーション科 １５ 7月 3日～12月25日

１部 １５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日

テクニカルオペレ １５ 4月 4日～ 9月28日

ーション科 １５ 7月 3日～12月25日

２部 １５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日
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金属加工科 １５ 4月 4日～ 9月28日

１５ 7月 3日～12月25日

１５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日

住宅サービス科 １５ 4月 4日～ 9月28日

１部 １５ 7月 3日～12月25日

１５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日

住宅サービス科 １５ 4月 4日～ 9月28日

２部 １５ 7月 3日～12月25日

１５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日

ビジネスワーク科 １５ 4月 4日～ 9月28日

１５ 7月 3日～12月25日

１５ 10月 2日～ 3月28日

１５ 1月 8日～ 6月27日

産 業 技 術 科 １５ 4月 4日～ 9月28日

１５ 10月 2日～ 3月28日

合 計 ３９０

・３ヶ月訓練コース

コース名 定 員 訓 練 期 間

オフィスワーク科 ２０ 4月4日～ 6月29日

２０ 9月4日～11月28日

２０ 1月8日～ 3月28日

合 計 ６０

イ 委託職業訓練

。就職希望者を対象に民間教育訓練機関等に委託して短期課程の職業訓練を行う

区 分 コース数 定 員 訓 練 期 間

知識習得コース １９ ３２０ 座学３ヶ月

組合せコース ２ ４０ 座学３ヶ月＋企業実習１ヶ月

若年者コース ８ １４５ 座学３ヶ月＋企業実習１ヶ月

（ ）デュアルシステム

企業実習先行型 企業実習１ヶ月以上、座学３ヶ月

訓練システム 未定 ５０ 以内

実習等訓練コース

求人セット型訓練 － １０ 企業実習 原則３ヶ月（ ）

合 計 ２９ ５６５
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ウ 在職者訓練

在職者（１５歳以上の高校、大学在学生も含む）を対象に柔軟で多様な短期間

の職業訓練を行う。

区 分 コース数 回 数 定 員

レディーメイド １２ ２２ ２０２

オーダーメイド ８ ８ ８２

合 計 ２８４

３ 現場力の強化と技能の継承・振興

(1) 現場力の強化に向けた技能者の育成・確保

① 技能検定の促進

、 、県職業能力開発協会との連携により 多くの労働者に技能検定制度の受検を勧め

技能の向上、社会的地位、待遇の改善を進める。

また、若年技能労働者や技能者を目指している生徒等を対象とした３級技能検定

の受検を促進する。

（再掲）② 若年者ものづくり人材育成促進事業

、 。県職業能力開発協会が 若年者の技能尊重気運を高めるため次の事業を実施する

ア 工業高校等への高度熟練技能者の派遣

高度熟練技能者が、工業高校の生徒や機械課程に携わる教師及び産業技術短期

大学校の学生を対象に実技指導を行う。各学校等で１日実施。

イ 親子ものづくり体験教室

高度熟練技能者が、企業の工場・施設等で小中学生の親子のものづくり体験を

指導する。

実施：実施時期 参加人数 未定

（再掲）③ 技能継承のための事業

高度熟練技能士や１級技能士が、在職の若年技能者を対象に「やまなし匠の技・

伝承塾」において技能継承を行う。

・研修人員：若年者２０人

・職 種：機械金属加工 切削加工コース１０人 金型製作コース１０人

・期 間：７月 ～ 翌年３月 １５日間（土曜日：計１０５時間）

・実施場所：産業技術短期大学校

④ 地場産業振興人材育成支援事業

本事業は、地場中小企業が技術力・管理力の向上を図るため、技術者または技能

者の教育研修を行う場合に、地場中小企業に奨励金を交付するとともに、教育研修
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を受け入れる企業に対しても助成を行うものである。

本制度を企業が積極的に活用するよう、(財)やまなし産業支援機構等の関係機関

と連携する中で、事業の周知を図る。

(2) 技能の継承

平成１８年４月から２００７年問題に対応するため、国の委託事業である「技能継

承等支援センター」を県職業能力開発協会内に設置し、熟練技能者の技能継承支援の

総合窓口としている。主な事業として、技能継承への取組方法等の情報提供、実践的

な人材育成、技能継承に関する先進事例等の紹介、助成金の活用できる施策等の紹介

を行う。

(3) 技能の振興

（再掲）① ものづくり技能塾

産業技術短期大学校と峡南高等技術専門校が、県下の高校生に高度な技術・技能

にふれさせることにより、ものづくりへの関心を高め、生徒自らの進路決定に資す

ることを目的として体験講座を実施する。

・ 産業技術短期大学校：

７月２３日～２５日 プログラマーコース 定員２０人

７月２３日～２５日 ツアー・プランナーコース 定員２０人

８月 ６日～ ８日 プログラマーコース 〃 ２０人

７月３０日～８月１日 エレクトロニクスコース 〃 ２０人

８月 ６日～ ８日 ファクトリー・オートメーションコース

〃 ２０人

・ 峡南高等技術専門校：

６月２２日～２３日 自動車整備コース 定員１０人

８月 ６日～ ７日 木造建築コース 〃 ５人

（再掲）② 若年者ものづくり人材育成促進事業

、 。県職業能力開発協会が 若年者の技能尊重気運を高めるため次の事業を実施する

ア 工業高校等への高度熟練技能者の派遣

高度熟練技能者が、工業高校の生徒や機械課程に携わる教師及び産業技術短期

大学校の学生を対象に実技指導を行う。各学校等で１日実施。

イ 親子ものづくり体験教室

高度熟練技能者が、企業の工場・施設等で小中学生の親子のものづくり体験を

指導する。

実施：実施時期 参加人数未定

③ ものづくり体験事業（再掲）

県、県職業能力開発協会、県技能士会連合会が共催して、小中学生、父母、県民

を対象に技能体験の機会を設ける。
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実施：１１月１０日（土）～１１日（日） 県民の日

④ 技能五輪全国大会への参加

技能者が持つ技能の向上と技能者の地位の向上、技能の振興を図ることを目的に

開催される技能五輪全国大会への参加を積極的に推進する。

⑤ 各種顕彰事業

広く社会一般に技能尊重の気運を醸成し、技能者の社会的、経済的地位及び技能

水準の向上を図るため、卓越した技能者の表彰など各種顕彰事業を実施する。

(4) 技能者の評価の推進

技能者の技能の向上、社会的地位や待遇改善のため、技能検定の受検者数の増加に

向け取組を行う。また、企業が能力評価や雇用の際の基準にしたり、労働者が目標を

持って能力開発に取り組めるよう、所有する資格や職業訓練歴などを記載したキャリ

アパスポートの普及を図る。

４ 多様な教育訓練機会の確保・提供

(1) 職業キァリアの各段階に応じた支援

① 準備期における支援

将来の職業生活への準備のため、学校等と連携し初等・中等教育段階から生徒・

児童が技能に触れ合う機会を提供する。

高校生を対象とした「ものづくり技能塾 、工業高校等への「高度熟練技能者の派」

遣事業 、企業の工場等での小中学生の親子の「ものづくり体験」等を実施する。」

また、若年者の態様に応じたキャリア・コンサルティングの実施、新規学校卒業

者等に対する公共職業訓練の実施、フリーターや若年失業者に対する若年者訓練等

により、訓練受講機会の充実を図る。

② 発展期における支援

ア 企業における能力開発の取組への支援

企業における計画的かつ体系的な職業能力開発に向けた取組を促進するため、

職業能力開発推進者の一層の活用、キャリア形成促進助成金その他事業内職業能

力開発に対する支援制度の活用を促進するとともに、認定職業訓練制度の活用な

どにより、企業における計画的なＯＪＴやＯＦＦ－ＪＴ（業務の遂行の過程外に

おいて行う職業訓練）等の実施を促進する。

イ 職業キャリアの中断を余儀なくされた者等への支援

雇用のセーフティネットとしての離転職者訓練の機動的な実施や、職業安定機

関との一層の連携強化により、早期かつ円滑な再就職の実現を図る。

また、出産・育児・介護等により職業キャリアを中断した者が再就業を希望す

る場合については、キャリア・コンサルティングを受けやすい体制の整備や職業

能力開発に関する情報の提供に努める。同時に、男女共同参画推進センター（や

まなし女性の応援サイト）などと連携し、職業能力開発施策に関して情報が広く

提供される環境の充実を図る。
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③ 円熟期における支援

離転職者訓練及び在職者訓練について、訓練科目・訓練コースや訓練内容の見

直しを行うとともに、訓練コースに関する情報提供、能力開発相談の充実に努め

る。

また、再就職等を希望する高年齢者に対しては、民間教育訓練機関等への委託

訓練を活用し、多様な職業能力開発の機会を提供する。

さらに、企業が円熟期を迎えた労働者に対し行う退職後の再就職・就業等に向

けた支援を促進する。

(2) 福祉から自立に向けた支援

① 障害者への職業訓練

障害者の自立を促すため、次のとおり職業訓練を実施する。

国の委託事業期間が終了した「一般校を活用した障害者職業能力開発事業」につ

いては、本年度から、知的障害者対象コース「総合実務科」を就業支援センターの

施設内訓練として新設し、内容を拡充して実施する。

また 「障害者就職支援コーディネーター」を設置し、障害者訓練 受講者への積、

極的な就職支援を行うとともに、手話通訳者及び要約筆記者を配置し、聴覚障害者

対象の訓練コースを実施する。

ア 一般校を活用した障害者職業能力開発事業

・ 実 施 校：就業支援センター

・ 訓 練 科：総合実務科

※ 訓練生の適性、希望に合った訓練を実施することを

目的に、科内に従来の「販売実務コース」に加え 「環、

境サービスコース」を新設する。

・ 対 象 者：知的障害者

・ 定 員： 人20
・ 実 施 期 間：１年

イ 障害者の態様に応じた多様な委託訓練

・ 実 施 校：都留高等技術専門校、就業支援センター

・ 訓 練 形 態：民間教育訓練機関等に委託

・ 訓練コース：以下のとおり

校名 訓 練 コ ー ス 定員 訓 練 期 間 対象障害者

都留 パソコン基礎コース 5 ３ヶ月 身体
高等
技術 実践トレーニング 5 ３ヶ月以内随時 身体,知的,精神
専門 小 計 10
校

パソコン基礎コース 9 ３ヶ月 身体,知的,精神

就業 ビジネスソフト 8 ３ヶ月 身体
支援 実務コース①
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セン ビジネスソフト 8 ３ヶ月 身体
ター 実務コース②

ＯＡ経理事務コース 10 ３ヶ月 身体

介護サービスコース 10 ３ヶ月 知的,精神

聴覚障害者対象コース 10 ３ヶ月 聴覚

実践トレーニング 15 ３ヶ月以内随時 身体,知的,精神

小 計 70

合 計 80

ウ 障害者就職支援コーナーの設置

障害者の職業能力相談等を通して就業支援を行う。

・ 設置場所：就業支援センター

・ 人員配置：障害者職業訓練コーディネーター

障害者就職支援コーディネーター 計２名

エ 障害者職業能力開発校への入校促進のための奨励金

県外の障害者職業能力開発校（本県には未設置）へ入校した者に対して、教材

費、交通費、転居費用等の一部を援助する。

・ 支給額：一人 ４０，０００円（入校時に支給）

② 障害者の雇用・就業の促進による社会的自立への支援

ア 各種助成

公共職業安定所や事業主等との密接な連携のもと、職場適応訓練の実施や重度

障害者雇用促進助成金等の各種助成、支援制度の周知を図る

イ 「障害者雇用運動」の実施

本県の障害者雇用率は、１．５５％と法定雇用率の１．８％を大きく下回って

いる。このため、障害者の雇用に関する県民、事業主の関心と理解を一層深める

ため、９月～１０月の間、障害者雇用支援運動を実施する。事業は次のとおり。

・障害者雇用啓発キャンペーン：９月上旬 早朝 甲府駅前

・県障害者技能競技大会の開催：９月３０日 日 県中小企業人材開発センター( )
・広報誌等による周知、啓発 ：県情報誌「やまなし労働 、新聞掲載等」

・障害者雇用優良事業所等表彰を通じて障害者の雇用の安定、拡大を図る。

・職業相談会の開催：１０月中旬 各公共職業安定所

＊障害者雇用要請活動：１０月～２月

法定雇用率を下回っている官公庁、企業を訪問し

障害者の雇用を要請
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ウ 障害者就業・生活支援センター

平成１５年４月から、県の指定を受け障害者の就業及びこれに伴う日常生活の

支援を行っている就業・生活支援センターの運営主体である社会福祉法人八ヶ岳

名水会に対し、その円滑な運営と適正な業務執行を指導し、より多くの障害者の

雇用の促進、職場定着を図る。

③ 母子家庭の母等の職業訓練

昨年度から実施された「山梨県母子家庭等自立促進計画」及び平成１７～１９年

、 「 」 、 、度に各市で策定 又は策定予定の 自立支援プログラム に基づき 母子家庭の母

児童扶養手当受給者、生活保護受給者の職業的自立を促すため、民間教育訓練機関

等を活用した準備講習付き職業訓練を実施する。

・ 実 施 校：就業支援センター

・ 訓 練 形 態：民間教育訓練機関に委託

・ 訓練コース：ＯＡビジネスコース

・ 対 象 者：・母子家庭の母で就業経験がないか職業経験に乏しい者

・自立支援プログラムに基づき、福祉事務所を通じて受講を

、希望する児童扶養手当受給者及び生活保護受給者であって

公共職業安定所に求職申込を行っている者

・ 実 施 期 間： 月間3
・ 定 員： 人20

５ パートタイム労働者等の職業能力開発についての環境整備

パートタイム就労を希望する労働者については離転職者訓練を設け、またパートタイ

ム就業をしている者については、在職者訓練を設けている。

また、特定の技能・技術・知識の習得に向け、オーダーメイド型訓練の導入を検討す

る。

６ 国際化と職業能力開発

・ 外国人を対象とする随時３級、基礎１級、基礎２級の技能検定を実施する。

・ 企業活動の国際化の進展等に対応して、国際感覚を持った人材の育成の観点から在

職労働者に対する外国語等に関する講座を設ける。

・ 県が行う海外研修員受け入れ事業については、公共職業能力開発施設への受け入れ

を積極的に行う。

７ 職業能力開発施策の推進体制

(1) 公共部門と民間部門との役割分担

民間教育訓練機関により実施可能な訓練コースについては、公共部門による設定を

削減し効率化を図るとともに訓練終了後の就職率による評価を進める。
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(2) 施策評価を通じた効率的な施策の推進

政策アセスメントによる事業評価結果を踏まえて、事務の効率化、経費の削減、事

業の見直しを行う。

(3) 施策の周知・広報

・ 民間教育訓練の振興を図るため、県発行の情報誌「やまなし労働」や関係諸団体

が発行する機関誌、広報誌を活用するとともに、各職業能力開発校のホームページ

を充実し、教育訓練に関する情報を積極的に提供する。

・ 雇用・能力開発機構及び県職業能力開発協会（中小企業人材開発センター）のイ

ンターネットを活用した「能力開発情報システム （ＡＤＤＳ）等により職業能力開」

発に関する情報を提供する。

・ 在職者訓練の受講を促進するため、県、雇用・能力開発機構及び県職業能力開発

協会の共同による情報誌「能力開発セミナー」を発行し、講座についての広報に努

める。

８ 推進目標

計画の推進状況について評価を行うため、次のとおり目標を設定する。

平成18年度 平成19年度 平成22年度目 標 項 目

(H19.2月末)

認定職業訓練校数 26校 29校 37校

認定職業訓練生数 2,147人 2,500人 3,580人

中小企業人材開発センター利用者数 60,462人 62,000人 67,500人

職業能力開発推進者数 877人 890人 930人

公共職業訓練の訓練生数 2,877人 3,000人 3,435人

公共職業訓練修了者の就職率(修了3ｶ月後) 69.1％ 71.0％ 75.0％

障害者委託訓練の受講者数 56人 60人 80人

障害者委託訓練修了者の就職率(修了3ｶ月後) 41.7％ 45.0％ 50.0％

技能検定受検申請者数 1,857人 1,870人 1,890人

技能塾・体験教室等の参加者数 1,198人 1,240人 1,390人


